
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

イギリスの「1965年人種関係法」

山田, 澄子
九州大学大学院比較社会文化学府

https://doi.org/10.15017/4494480

出版情報：比較社会文化研究. 7, pp.147-154, 2000-03. 九州大学大学院比較社会文化研究科
バージョン：
権利関係：



I研究ノート I

『比較社会文化研究』第 7号 (2000)147~154頁

Social and Cultural Studies 

No.7 (2000), pp.147~154 

イギリスの「1965年人種関係法」

山田澄子

はじめに

現在，エスニック・マイノリティ集団関係政策について

様々な研究が各国で行われているが，依然として模索段階

にある（ 1)。冷戦構造崩壊後，エスニ ック・マイノリティ

による民族紛争や独立運動が各地で繰り広げられている。

また，社会や価値観が多様化し異質性も増大している状況

下，民族紛争の解決はたやすい事ではない。ゆえに， 21世

紀を迎えるに当って，エスニック・マイノリティ政策は重

要な課題となる。グローバリゼーションの進展に伴い，人

と金の移動が今以上に活発化し，各地での移民の増大は必

至であろう。そこで，有効なエスニック・マイノリティ政

策の実現が早急に求められる。

このエスニ ック・マイノリティ政策の研究にあたって，

筆者はイ ギリスの人種関係政策 (2)を手がかりとする。 イ

ギリスにおいて1980年代（以下，年号は下二桁に省略）初

期まで，マジョリティとマイノリティの関係は主として「白

人」と「非白人」の間の「人種」問題として捉えられてき

た（3)。つまりイギリスにおける人種問題は，肌の色の違

う旧植民地であった西インド諸島・パキスタン・インド移

民との問題である。この歴史的背景を伴った人種問題の解

決のために，時の労働党政府は65年に反差別法である「人

種関係法」 (RaceRelations Act 1965) を制定した。同法

は，以下で述べるように，制定にあたって実効力のない法

律と化したが，イギリスにおける人種政策の起点となり，

様々な意見が交わされた。以降，現在に至るまで，同法は

有色人種移民とマジョリティとの良好な人種関係の構築

と，「機会の平等」推進のために人種差別撤廃を目指して

いる。ゆえにイギリスの人種関係政策研究には，同法の検

証が不可欠である。

そこで筆者は，本稿において，イギリスの人種関係政策

を研究する為の予備的作業として，「1965年人種関係法」

の内容を紹介する。本稿の構成は以下の通りである。まず，

1章では，「1965年人種関係法」制定までの歴史を概観す

る。 2章では， 1節で同法を紹介し， 2節でその内容を解

説した後問題点を分析する。 3章では，同法のその後の

動きを探る。

1章 「1965年人種関係法」前史

現代イギリスにおける人種関係を理解するには，イギリ

スの人種関係の歴史が重要な手がかりとなるため，本章で

は「65年人種関係法」制定に至る歴史的経過を概観する。

イギリス人の人種関係構築には，植民地時代の人種政策

の歴史が大きく関わっている。イギリスの政治学者シャ

ヽノト・サガーも，イキリスの人種関係形成には，イギリ

スと植民地時代の奴隷およびインドとの関係，イギリスと

ユダヤ人移民およびイギリスとアイルランド移民との関係

が重要な影響を及ぼしていると述べている (4)。奴隷貿易

の正当化のためにアフリカ人の人種的，文化的劣勢が主張

されるようになり，インド人との関係においてもセポイの

乱を契機に同様の主張が当てはめられるようになった。ユ

ダヤ人移民との関係においては，非有色人種移民であるユ

ダヤ人を対象にした「外国人法」 (AliensAct 1905)が1905

年に制定されたが，この法は，人種的要因以上に経済的要

因に基づいた結果であるとされている。アイルランド移民

に対しては，イギリス国内の労働力を補うために， 1800年

に市民権が付与されている。サガーは，以上の人種関係が，

戦後の有色人種移民に対するイギリス人の反応を形成した

と分析している。

上記のように，イギリスの異人種・多民族観が歴史的に

形成されてきた中で後の60年代に人種問題を惹起させる

根源となった「国籍法」 (BritishNationality Act 1948) 

が， 48年に労働党政府によって制定され，全植民地臣民に

市民権が付与された。同法は外交・経済両面の思惑に基づ

くものであった (5）。 同法で「英連邦市民」となったコモ

ンウエルスの「イギリス臣民」は，自国の国籍と共にイギ

リス市民権も所有し，イギリス本国への入国の自由・居住

の権利も保証された（ 6)。同国籍法は大胆な門戸開放の役

割を担っていた。

しかし60年代に，イギリスが「植民地大英帝国主義」か

ら「小英国主義」へと外交路線を転換した結果，コモンウ
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エルス市民に対する扱いも変更された。時の保守党政府は，

62年に「移民法」を制定し，有色人種移民の入国を阻止し

ようとした。同法はコモンウエルス市民を「イギリス市民」，

「イギリス属領市民」，「イギリス海外市民」の 3種類に分

類して，居住権を持つパトリアル (7)とそれ以外の市民に

区別するという差別を含んだものであ った（8)。同法はさ

らに，父祖が連合王国の出身者であることを要件とする血

統主義の要素を盛り込んでいた。このように，同法は，有

色人種移民に的を絞って居住を制限するという，市民権を

実質的に剥奪する意図を明らかに含んでいたのである。

もっとも61年の有色人種移民の人口は， 全人口の0.73％に

留まり，同年最大のエスニ ック ・マイ ノリティはむしろア

イルランド共和国市民であった。そして62年に至るまでの

10年間のイギリ スにおける移民の増加率を見ても，アイル

ランド移民が，西インド系移民より多かったのである (9)0 

この時期のイギリスは，「多民族社会」 (10)へと変化し始め

た時期にあたり，これ以降81年の国籍法改正に至るまで，

移民の規制を強化していくプロセスが進行した。この移民

規制のプロセスは，移民問題が帝国解体の過程で政治問題

化されるようになったと同時に，人種問題が外交問題とし

ての移民問題から切り離され，国内問題としてのみクロー

ズアップされていくプロセスでもあった (II)。そして，人

種差別への労働党の取り組みは，そうした偏向を持つ最初

の「62年移民法」を阻止できなかったことへの反省の下に

開始されたのであると，イギリスの政治学者であるアンソ

ニー・レスターとジェフリー・バインズマンは述べている (12)0 

移民法制定にもかかわらず，有色人種移民の存在が社会

問題化し，各地で反移民感情が白人によるカラードヘの暴

動という形で表出した。そこで， 64年に政権を執った労働

党政府も，更なる移民規制強化の方針を超党派で決定せざ

るを得ず， 65年 8月 2日に移民規制を表明した『英連邦移

民白書』 (WhitePaper on Immigration from the Common-

wealth) を発表した。この白書はイギリス社会の受容能力

範囲内で移民を受けいれることとして移民規制を眼目とし

ていた(13)。しかし同時に多民族社会の現実を認識して国内

的には統合政策 (integrationpolicy) を展開していくとい

う内容をも含んでいた。すなわち，そこには既にイギリス

国内に住んでいる有色人種移民を，イギリ ス社会に平和裡

に受け入れていかなければならないという労働党政府の決

意表明が示されていたのである。その趣旨から，具体的に

は，住宅・教育・雇用に関する対策，移民集住地区への財

政援助および英連邦移民全国委員会 (NationalCommittee 

for the Commonwealth Immigrants)の設立などがうたわ

れていた(14）。 しかし，移民を第二級市民と して下位に位償

づけ，特に有色人種移民の存在が問題惹起の原因であると

の見解が示されていたことにも注意しておくべきだろう (15)0 

148 

ともあれ統合に関する部分にかなりの紙幅が割かれている

ことからも，政府が有色人種移民による暴動の発生を如何

に憂慮していたかが伺える。当時反移民感情は国民の中に

も強く存在したため (16)，白書は野党保守党からも歓迎さ

れ，労働組合会議 (TradeUnion Congress)やイギリス産

業連盟 (Confederationof British Industry)も白書への支

持を表明した。

以上の歴史的経緯の下，労働党の党是である「平等」に

反する「62年移民法」を阻止できなかったという反省と共

に，先の白書で宣言した統合政策実現のため，労働党政府

は65年に，最初の「人種関係法」 (RaceRelations Act 1965) 

を制定した。つまり，今後は移民を規制はするが，すでに

イギリス国内にいる有色人種移民は平和裡にイギリス社会

に同化させるという狙いで同法を制定したのである。同党

は既に， 64年選挙綱領で人種関係法制定を公約に掲げており (17)'

政権を執った同年からす ぐに「人種関係法」の実現に向け

て動き出し， 65年に制定に至ったものである。しかし労働

党は，野党保守党との政治的軋礫の末，規定範囲が「公共

の場所」における差別禁止に限定されるなど，制定にあたっ

ては制約を被ることとなった。

2章 「1965年人種関係法」： 1965年11月8日(18)

本章では第 1節で， 65年11月8日に制定された「1965

年人種関係法」の主要部分を遂条訳した上で，第 2節でそ

の解説を行い，問題点について述べることにする。

1節 「1965年人種関係法」

本法は，全文 8条と附則から構成されている。

議会の上 ・下院の助言および同意に基づき，女王陛下に

より以下の通り制定される。

1条 公共の場所における差別

(l) 本 条 が 適 用 さ れ る 公 共 の 場 所 (placesof public 

resort) <19)における所有者，管理者または使用人が，

その公共の場所に立ち入 りをする者またはその公共の

場所にある施設もしくはサービスを利用する者に対し

て，肌の色 (colour)，人種 (race)，またはエスニック

もしくはナショナル ・オリジンを理由として差別する

ことは違法となる。

(2) 本条は以下の公共の場所に適用される，つまり 一

(a) ホテル， レストラ ン， カフエ，パブまたはこれ ら

公共の施設内での飲食提供の場所；

(b) 劇場，映画館，ダンスホール，スポーツ競技場，

プールまたはその他公共の娯楽 ・レクレーション施

設，
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(C) 定期的な公共輸送サービス機関の建造物，車両，

船舶，航空機；

(d)地方公共団体 (alocal authority)またはその他の

公共機関 (otherpublic authority)が管理する公共の

場所。

(3) 本条の目的のために，公共の場所への立ち入り，ま

たは，その公共の場所にある施設およびそこでのサー

ビスの利用 が他の人々には可能であるのに，同様の方

法および条件でその公共の場所への立ち入り，または

その場所の施設にあるサービスの利用を特定の者に拒

絶 (refuse) または無視 (neglect)することは差別で

ある。

(4) 但し，本法 3条および 4条の規定にかかわらず，本

条のみを理由として， 不法な作為または不作為に関 し，

民事または刑事訴訟を提起することはできない。

(5) 本条においては「ホテル」とは，本条が定める理由

に基づいた差別は別として， 1956年ホテル経営者法

(Hotel Proprietor Act 1956) にい うホテル（支払能力

があり サービスを受けるのにふさわしい状態にある旅

行者に，特別契約なしに，飲食物を提供したり，求め

に応じて宿を提供する経営者所有の施設）および同ホ

テル法にいうホテルに該当するあらゆる施設をいう。

2条 人種関係委員会および調停委員会

(1) 本法 1条にいう人種差別違反行為の遵守を確保 (se-

cure) し，同条の規定から生じる問題解決の目的のた

めに， 内務大臣によって任命される委員長および 2名

の委員からなる人種関係委員会 (TheRace Relations 

Board) として知られる委員会を設懺する。

(2) 人種関係委員会は本条の目的のために必要と考えら

れる地域に，地方調停委員会(localconciliation commit-

tee) を設眉する。 地方調停委員会の仕事は以下の通りで

ある一

(a) 本法第 1条違反の差別を受けたと申し立てる，本

人または代理人からの書面による ，調停委員会への

申し立て (complaint) を受理し検討する (consider)

こと（人種関係委員会へなされた申し立ておよび人

種関係委員会から調停委員会に照会された申立てを

含む），

(b) 申し立てられた事実に関し，必要と考えられる場

合に調査 (inquiry)を行うこと ；旦つ

(C) 第 1条に該当すると思われる場合には，最善の努

カで当事者と協議 (communication)すること，また

は当事者間の意見の相違の調整および申し立てを受

けた者が第 1条違反のさらなる差別を行なわないよ

うに，十分な保証の確保を行うこと。

(3) 地方調停委貝会が前項（ C) にいう解決もしくは保

証を確保する事ができず，または保証の遵守が疑わし

いと思われるときには 地方調停委員会は人種関係委

員会にその事実を報告する。

報告の結果，もし人種関係委員会が一

(a) 第 1条違反の行為が，同条が適用される公共の場

で繰り返し行われ (acourse of conduct)；且つ

(b) その行為が継続して行われると考えるとき，

人種関係委員会は，場合により ，その事実を法務総裁

(Attorney General. Lord Advocate)に報告する。

(4) 地方調停委員会は，人種関係委員会の要請があると

き， 地方調停委員会の職務行使に関する定期報告を提

出する。人種関係委員会は，内務大臣が命じるとき，

人種関係委員会の職務行使に関する年次報告を行い，

内務大臣は当該報告書を議会へ提出する。

(5) 人種関係委員会および地方調停委員会に関わるもの

として，本法別表の附則を定める。

(6) 1957年下院欠格法 (Houseof Commons Disqual-

ification Act 1957)別表第 2部（同法で規定されている

全ての者）に，「1965年人種関係法第 2条の下に設立さ

れた人種関係委員会および同委員会により設償された

地方調停委員会」の文言を（アルファベッ ト順に適切

に）付加する。

3条 イングランドとウェールズにおける第1条施行のた

めの民事訴訟手続き

(1) 本条第 1条の禁止命令 (injunction) による執行を求

める民事訴訟は，イングランドおよびウェ ールズにお

いては法務総裁によって提起される。もし本条に基づ

く訴訟において，裁判所 (court)が一

(a) 被告（本人またはその使用人もしくは代理人）が本

法第 1条に該当する公共の場所に関して，同条違反

の行為を繰り返し行い ；且つ

(b) 裁判所の命令によ って中止しなければ，被告は同

条違反行為をひき続き行うであろうと判断するとき，

裁判所はあらゆる事情を考慮した上で，適切な禁止命

令，特に差別行為，差別行為の原因となる行為 または

差別行為を許す行為の禁止命令を，与えることができ

る。

(2) 本条の訴訟手続きにおいて，人種関係委員会， 地方

調停委員会，又は両委員会の職員の行った協議の資料

は，本法第 2条において，訴訟当事者の同意 (consent)

がなければ証拠として認められない。

(3)県裁判所 (acountry court) の管轄権に関するいか

なる法律や規則にも関らず，本条の民事訴訟は県裁判

所に提起できる。既に提起されている民事訴訟は1959

年県裁判所法 (CountryCourt Act 1959)第109条 (2)

項にいう民事訴訟に含まれる（事実訴訟）。
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4条 スコ ットランドにおける第 1条施行の為の民事訴訟

手続（省略） （20)

5条 賃貸借権 (tenancies) の売却 (disposal) に際して

の差別規制

(1) 賃貸借権の対象とされる家屋の権利を第三者に売却

する際，賃貸人の許可または同意が必要とされている

場合に，その許可または同意が，肌の色，人種，また

はエスニ ックもしくはナショナル・オリジンを理由と

して拒否されるときは，その拒否は不当なものとみなさ

れる。

但し，賃貸人が自己の住宅の一部に居住し，且つ賃

借人が賃貸人と共通して便益利用の権利（住宅に出入

りする便益利用権を除く）を有する賃貸借権には，上

記の規定は適用されない。

(2) 肌の色，人種，またはエスニックもしくはナショナ

ル・オリジンに言及して，賃貸借権の対象とされる家

屋の権利を第三者に売却することを禁止する趣旨の書

面契約・捺印契約は，賃貸人の同意 (consent)がない

場合は，売却を禁止するものと解釈する。

(3)本条において「賃貸借権」とは，貸借 (lease) もし

くは転貸借 (sublease) によ って生じる賃貸借権，そ

の両者の契約によ って生じる賃貸借権，または賃貸借

契約もしくはその全ての契約履行によ って生じる賃貸

借権をいう 。「売却」には賃貸借権の対象となっている

建物に関連して，建物全部または一部に対する所有権

の貸借契約および，転貸借または分譲(parting)契約に

対する売却を含む。

(4) 本条の規定は，本法施行前および施行後に生じた賃

貸借権に適用される。

6条 公共の秩序維持

(l) イギリス国内のあらゆる公共の地域 (anysection of 

the public in Great Britain)において，肌の色，人種

またはエスニ ック もしくはナショナル・オリジンを理

由とした憎悪を扇動する意図で以下のことを行った者

は，本条違反として処罰される一

(a)恐喝，罵倒もしくは侮辱的な文書を公開 (publish)

したり頒布 (distribute) した者；または

(b)恐喝，罵倒もしくは侮辱的な言葉を公共の場(public

place) もし くは公共の集会 (publicmeeting) で使

用した者。

(2) 本条において，次の表現は以下の意味である，つま

り・一

「公共の集会」および「公共の場」とは， 1936年公共

秩序法 (PublicOrder Act 1936) のい うものをいう 。

「公開」および 「頒布」とは，社会全般またはこれを

行う者が所属している団体の会員で専ら構成して いな
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い公共の地域への発行または配布を いう 。

「文書」 (writtenmatter)とはあらゆる書類，掲示ま

たは認識できる表示が含まれる。

(3) 本条に違反する者は以下の責を負う 一

(a) 略式裁判による 6ヶ月 以下の禁固もしくは200ポン

ド以下の罰金，またはその両者；

(b) 正式裁判による 2年以下の禁固もしくは 1千ポ ン

ド以下の罰金，またはその両者；

しかし，本条違反に対する告訴は，イングランドとウ

エールズでは，法務総裁だけが法務総裁本人の同意で提

起できる。

7条 1936年公共秩序法第 5条は，以下の条文に閤き換えら

れる：一

「第 5条 公共の場もし くは公共の集会において，

(a) 恐喝，罵倒あるいは侮辱の言葉の使用もしくは行

為，または

(b) 恐喝，罵倒あるいは侮辱の文書，掲示もしくは認

識できる表示の公開もしくは頒布を，

治安粂乱を起こすことまたは起こされるであろうことを

意図して行う者は，処罰される。」

8条 附 則

(1) 本法は1965年人種関係法と称される。

(2) 本法は，成立の日から 1ヶ月 を経過した日から施行

される。

(3) 本法は， 1957年下院欠格法修正として，第 2条を除

いては，北アイルランドに及ばない。

別表 ：人種関係委員会および地方調停委員会に関する諸規定

［人種関係委員会］

1条 人種関係委員会の委員に任命された者は任命期間中

在職するが，いつでも辞任できる。辞任者は再任の

資格を有する。

2条 人種関係委員会は，内務大臣の助言および大蔵大臣

の同意により，職員および使用人を任命する。人種

関係委員会は， 1965年老齢退職手当修正法 (Super-

annuation Act 1965)別表 2第25条に規定されてい

る機関に含まれる。

3条（ 1) 内務大臣は大蔵大臣の同意により，人種関係委

員会の委員に給料および手当てを支払う 。

(2) 人種関係委員会は，大蔵大臣の同意および内務

大臣の助言により，職員および使用人に給料およ

び手当てを支払う 。

4条 本別表第 3条(l)項における内務大臣の費用および

第 3条 (2)項における人種関係委貝会の費用は，議

会で賄われる財源で支払われる。大蔵大臣の同意に

より， 内務大臣は人種関係委員会の他の費用を承認
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できる。

［地方調停委員会］

5条 地方調停委員会の委員長および委員は，人種関係委

員会によって任命される。

6条 本別表第 1条は，人種関係委員会に関連する地方調

停委員会に適用される。

7条 人種関係委員会は，大蔵大臣の同意および内務大臣

の承認により，地方調停委員会の委員および，調停

委員会の職務執行を補佐する者または職務執行に関

る者への手当て，旅費その他の手当てを支払う。人

種関係委員会は地方調停委員会のその他の費用につ

き，承認された範囲内の額を支払う。

2節 「1965年人種関係法」の解説と問題点

「1965年人種関係法」は人種差別を違法化した最初の法

律であった。同法は，肌の色，人種，またはエスニックも

しくはナショナル・オリジンを理由とする「公共の場所

(places of public resort)」における差別を違法化すると

共に，家屋賃貸借の売却に際しての差別を規制している。

具体的には，ホテルやパブなどの公共の施設内にある飲食

提供の場所，劇場・映画館などの公共の娯楽・レクレー

ション施設，公共輸送サービス機関，地方自治体が管理す

る場所等の，「公共の場所」における差別が規制の対象と

されている。その際，差別は「公共の場所への立ち入り，

またはその公共の場所にある施設およびそこでのサービス

の利用が，他の人々には可能であるのに，同様の方法およ

び条件でその公共の場所への立ち入り，またはその場所の

施設にあるサービスの利用を特定の者に拒絶または無視す

ること」 (1条3項）と定義されている。

違法差別を受けた者は，その差別に対する救済の申し立

てを監視機関に行うが，監視機関の機構と調停手続は概略

次の通りである。違法差別を監視するための中央機関とし

て人種関係委員会が設樅される。有色人種の集住地区や差

別問題が頻発する地区など，必要と思われる地域に，人種

関係委員会は地方調停委員会を設置する。地方調停委員会

は差別を受けた者からの訴えを受理し，当事者間の説得と

調停によって，差別行為中止の保証を確保する。しかし，

調停が不調に終った場合は，地方調停委員会はその旨を人

種関係委員会に報告する。その報告を受けた人種関係委員

会は，差別行為が繰り返し行われ，且つその差別行為が継

続するであろうと考えられる場合には，その旨を法務総裁

に報告する。

「公共の場所 (placesof public resort)」における人種

差別行為の禁止命令を求める民事訴訟は，法務総裁によ っ

て提起される。差別行為が連続して行われ，且つ，裁判所

の禁止命令によ ってしかその差別行為が中止されないと判

断される場合，裁判所は差別行為の中止等の禁止命令を出

す。しかし，調停協議における内容は，当事者の合意がな

ければ証拠として認められない。

また，イギリス国内の「公共の場所」における人種的憎

悪を扇動する言動は，犯罪として刑事罰が科せられるが，

この刑事訴訟は法務総裁だけが提起できる。

以上が「1965年人種関係法」の主たる内容であるが，問

題点として以下の二点が考えられる。

第ーは，本法が適用され，違法差別とされる対象分野が

狭い点である。

差別行為については，「公共の場所 (placesof public 

resort)」における差別行為だけが違法差別の対象とされて

おり，人種差別問題が頻発する雇用，住宅および商業サー

ビスなどの分野は本法第 1条の適用外となっている。イギ

リスに入国したばかりの移民にとっては，まず住宅と仕事

の獲得が不可欠であり，この分野での差別の存在は彼らに

とって深刻な問題となる。しかし，雇用，住宅分野での過

酷な差別実態についての報告が，英連邦諮問委員会から公

表されていたにも関らず(21), この分野の差別は違法化され

なかった。これに引き換え， 65年法で規定されている，パ

ブなどの飲食物を提供する「公共の場所 (placesof public 

resort)」での差別禁止は，アルコール飲用が禁止されてい

るイスラム教信者が多数を占める移民にとっては，ほとん

ど無関係である。また，会員制の施設が対象外であること

などに鑑みると，本法によって差別を包括的に解消するこ

とは困難である。他方，賃貸借権の売却における差別規制

においても，たとえ差別が行われても，それは不当とみな

されるだけで何らの制裁も用意されていないため，実効的

な差別解消は期待できない。

第二は，違法差別の中止を目指す人種関係委員会の調停

機能が弱い上に，調停に時間がかかることである。

調停委員会による，当事者間の意見の相違の解決・保証

の確保などという調停機能は，実質的効果があまりない。

また， 差別禁止命令を求める民事訴訟は，被害者本人は提

訴できず，法務総裁によってのみ提起される。そしてたと

え提起されたとしても，差別が繰り返し行われないと裁判

所は禁止命令を出さないため，その間に差別の被害が大き

くなる恐れがある。また，調停の過程で集められた情報は，

当事者の「合意」がなければ裁判所で証拠として認められ

ないため，裁判に持ち込み勝訴するだけの十分な証拠が揃

えられないケースが多い。唯一，罰則規定が設けられた「人

種的憎悪の扇動」条項についても，違反行為の要件として，

「人種的憎悪を扇動する意図」という動機の存在の証明が

求められているため，有罪に持ち込むことは極めて困難で

ある。しかも，この刑事訴訟も，法務総裁だけが提起可能

である。
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以上の問題点に鑑みると，同法による差別解消の効果は，

あまり 期待できないのである。

3章 その後の動き：「68年人種関係法」 (22)，「76

年人種関係法」 (23)など

「人種関係法」の68年， 76年改正は，上記の問題点にな

にほどか対応しようとするものであった。

1節 68年人種関係法

「68年人種関係法」では，違法差別が以下のよ うに， よ

り明確に定義された。すなわち，差別とは，「人が，肌の

色，人種またはエスニ ックもしくはナショナル・オリ ジ

ンを理由として，ある者を他の人々を処遇するよりも，ま

たは処遇しようとしているよりも非好意的 Clessfavour-

ably) に処遇することをいう。これらの理由のいずれかに

基づいてある者を他の者から隔離 (segregation)すること

は，他の者よりも非好意的に処遇していることになる」 (1

条）。

また，違法差別の適用範囲が，雇用 (3, 4条） ・住宅

(5条） ・諸サービス (2条）にまで拡大された。人種関係

委貝会の調停機能も強化され，被害者の訴えを前提としな

い独自の調査権 (17条），民事訴訟を提起する権限 (19条）

が，同委員会に付与された。

しかし，なお残る問題点として以下の 3点が挙げられる。

① 各条項の「諸サービスを求める者を拒絶 (refuse)

したり故意に無視すること (deliberatelyomit)」と い

う差別の定義は「意図的差別」を意味している。その

ため， 65年法と同様に，動機の確定が困難なため，違

法差別とならないケースが多い。

② 人種関係委員会の権限は若干強化されたとはいえ，

依然として強制力を欠き，未だ十分な差別解消の効果

を上げえない。

③ 「企業または企業内の特定部門で，異なる人種グルー

プ間の合理的なバランスを図りまたは保持する目的

で，善意 (ingood faith)で行う，雇用契約または企

業内の仕事に対する選択に関する差別は違法とはな ら

ない」 (8条 2項）という規定において， 「善意 (ingood 

faith)」の意味が曖昧であるため，差別の違法化に厳

格さを欠く結果とな っている。また船舶における雇用

に関して， 寝室，食堂，衛生施設などの共同使用が強

いられる場合は違法差別の対象外とされており (8条

2項），差別意識を黙認する状況が生み出されている。

2節 76年人種関係法

「76年人種関係法」では，違法差別は以下のように定義
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された。

「（ 1) 本法の全条の目的に関連したいかなる状況におい

ても， 以下のことは差別を行うことである。

(a) 人種を理由にある者を，他の人々を処遇するよ

りもしくは処遇しようとしているよりも非好意的

(less favorably) に処遇すること。または

(b) ある者が，異なる人種グループに，平等に要件

あるいは条件を遥用する場合もしくは適用しよ

うとする場合，

(i) その適用を受ける人種グループの割合が，適

用を受けない人種グループの割合より少ないと

き。および

(ii) 適用する者が，適用を受ける者の肌の色，人

種，国籍，またはエスニ ック もしくはナショナ

ル ・オリジ ンの別なく ，その適用に対する正当

性を示せないとき。および

(iii) 遥用を受ける者が，その適用に応じられずに，

損害を被るとき。

(2) 本法の目的のために，人種を理由に，ある者を他

の人々から隔離することは非好意的に処遇している

ことであることをここに宣言する (1条）。」

ここでは差別の根拠として「国籍」が加え られて

いる。さらに，直接差別だけでなく，結果として差

別的効果を持つ間接差別も違法差別となった。違法

差別の通用範囲は，各組識（事務所， 会社，組合，

許認可機関，職業訓練所，職業安定所，警察，教育

機関・施設，流通，サーピスなど）にまで拡大され

た。また人種関係委員会に代わって，人種平等委員

会 (Commissionfor Racial Equality) が設立され

て，同委員会の機能強化が行われた。その結果，公

式調査権 (48条），証人の出席 ・記録の提出 ・証拠

の提供命令権 (50条）， 差別停止通告発行権 (58条），

個人救済支援の為の裁量権などが付与され，弁護士

斡旋や訴訟費用の扶助も可能とな った (66条） 。同

法は75年制定の「性差別禁止法 (SexDiscrimination 

Act 1975)」と共に， 車の両輪として， 差別撤廃に

尽力することを求められた。

問題点として以下の 2点が挙げられる。

① 警察制度の差別に対する民事訴訟は警察所長を相手

に提起され，賠償金も警察の財源でまかなわれるため

(16条），恣意的に却下されるケースが多い。この笞察

のケースで 代 表される よ うに， 制度上 の差 別

(institutional discrimination) の撤廃が困難であり，

この問題は現在でも差別対策の最大の課題として取組

まれている。

② モデル，特定の飲食店，介護などに関する例外 (5
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条），職業訓練機会の例外 (37条）などを始めとして

例外規定が多く，包括的に差別を除きにくい状況がある。

3節その後

以上の問題点を改善するために， 85年と92年に人種平等

委員会は，改正案を内務大臣に提出した。しかし， 85年度

は何らの回答も得られず， 92年度は考慮されつつもほとん

ど改善されなかった。しかし，警察官による黒人青年ステ

ファン・ローレンスの暴行致死事件に端を発して，差別撤

廃に対する国民および関係者の意識が高まり， 98年 4月30

日に再再度改正提案(24)が出された。その結果， 99年12月14

日に上院に改正法案 (25)が提出され，現在審議中である。

改正内容として，制度上の差別撤廃策や機会均等の強化策

などが盛り込まれており，法案通過が期待されている。

終わりに

本稿では，イギリスのエスニック・マイノリティに対す

る差別を解消するため，労働党政府により制定された「65

年人種関係法」を中心に紹介し，その問題点を明らかにし

た。そこでは，同法は差別解消には実効力のないことが明

らかにされた。実際， 67年に出された PEP（政治計画企画）

による差別実態報告書では，同法が差別解消にあまり寄与

していない事実が明らかにされている (26)。その報告書の

描く過酷な差別の実態につき，『タイムズ』は「マイノリ

ティの中でも，カラード（有色人種移民のこと）は肌の色

で差別されていることが判明した」と大々的に報道してい

る(27)。また，有色人種移民に対する雇用，住宅，自動車

保険での差別の存在や，西インド系移民に対する差別の激

しさも明らかにされている。

65年法制定過程において，反対者を説得するために「同

法は機会の平等を与えるだけのもので，それ以上でも以下

でもない」 (28)と議会で発言されているが，この「機会の平

等 (equalopportunity)」については，もっと詳細に掘り

下げて検討する必要があろう。しかし， 65年から30年以上

経過した現在でも，未だに，エスニック・マイノリティは

多くの差別に苦しんでいる現状に鑑みれば，「結果の平等」

の検討も射程に入れる必要があるかもしれない。 この点と

の関連では， 65年法制定当時，同法に対する反対理由の一

っとして，イギリスの伝的「自由」思想があったことにも

言及しておかねばならない (29)0 

遅々としてではあるが，イギリスでは日々， 差別撤廃に

向けて努力が払われている。

その経過を「68年人種関係法」，「76年人種関係法」，「98年

改正案」を通し詳細に検討する作業は，他日に譲ることとす

る。
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